別紙

給食調理等業務委託仕様書
１　従事者等

（１）給食調理等業務を実施するための従事者（以下「従事者」という。）は、受託者がそれに必要な栄養士及び調理員等を配置し、常に給食調理等業務の支障がないようにしなければならない。

（２）受託者は、従事者の身元保証等の責を負い、適切な管理を行うこと。

（３）受託者は、上記従事者を定めた場合には給食調理等業務従事者名簿（様式１）をすみやかに提出しなければならない。交替した場合も、同様とする。

（４）委託者は、従事者のうち不適当な者がいると認めたときは、理由を明示して受託者へ必要な指示をすることができる。

（５）従事者は、一定の被服を着用し、従事者であることを明確にしなければならない。

（６）受託者は、給食調理等業務を記録のうえ、給食調理等業務日誌（様式第４号）を委託者へ提出しなければならない。また、その月の給食調理等業務が完了した場合には、その報告をすること。

２　食品衛生等作業管理

（１）給食調理等業務を実施するための作業管理、特に食品原材料の管理及び衛生管理にあたっては、善良な管理者の注意をはらってその業務にあたらなければならない。

（２）上記の管理にあたっては、所轄保健所による指導はもとより研修受講する等、あらゆる機会を通じて適正な管理に努めるようにしなければならない。

（３）受託者は、給食調理等業務より生じた食中毒等疾病には、その責を、負わなければならない。

（４）受託者は、年１回従事者の健康診断を、月１回従事者の検便を受託者の負担において実施し、その結果をすみやかに書面（様式第５号）により委託者へ報告しなければならない。この場合の検便にかかる内容は、赤痢菌、サルモネラ及び腸管出血性大腸菌Ｏ１５７・Ｏ２６・Ｏ１１１とし、１０月から３月には月１回ノロウイルスの検便検査を含める。
（５）受託者は、学校給食日常点検票（様式第６号）を記載のうえ、その記録を保存しなければならない。

（６）受託者は、施設内の清掃及び害虫駆除を定期的に実施すること。
３　献立

（１）給食調理等業務の献立は、利用者の年齢等に応じた、厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」等を満たすこと。

（２）給食調理等業務の献立は、食品原材料の選択に配慮した、衛生的で変化に富み、かつ、季節感のある食事を提供すること。

（３）委託者が学校運営のうえから設定する行事の献立は、通常の献立とは異なることから、あらかじめ別途打合せのうえ提供すること。

（４）受託者は献立表（予定）を作成し、あらかじめ委託者の承認を得るものとし、それに変更なく実施した場合に限り、献立表（実績）の提出は要しないものとする。

４　使用できる施設

受託者が無償で使用できる施設は、厨房（６６．１５㎡）、休憩室（１２．１６㎡）及び便所（４．４８㎡）とする。

５　食数の連絡

　　委託者から受託者への食数の連絡は、別途期限等を打合せのうえ、あらかじめ指定の期日までに行うものとする。食数の変更連絡についても、同様とする。

６　食事提供時間帯

（１）食事提供時間帯は、次のとおりとする。ただし、事前に連絡のうえ、学校運営の事情によってこれを変更することがある。

　　ア　朝食　　午前７時００分から午前７時４０分まで

　　イ　昼食　　午後０時５０分から午後１時３５分まで

　　ウ　夕食　　午後６時２０分から午後７時３０分まで

（２）食事提供場所は、原則として寄宿舎の食堂とする。ただし、弁当による昼食提供は、その方法、場所及び時間等について別に指示するものとする。

（３）食堂における配膳及び下膳は、原則として利用者が行うものとする。

７　火災等の防止

　　受託者は、従事者の中から火気取扱責任者を選任し、火災等の予防に万全を期さなければならない。特に、ガス等火気の開閉確認は最終退庁まで細心の注意をはらって、確実に励行すること。

８　廃棄物処分

　　給食調理等業務から発生する生ごみを含む可燃ゴミ及び不燃ゴミの処分は、委託者が実施する。

　　ただし、食品原材料納品に係る段ボール等の資源ゴミの回収は、受託者が実施する。

９　その他

　　その他、この仕様によらない事項については、別途協議のうえ、実施するものとする。
１０　食品原材料等業務上必要とする物品の購入費用その他の費用の負担区分

　　

	負担区分
	項　　目

	委託者
	・食器類及び箸、弁当容器、割り箸、おしぼり、弁当包装紙類

・調理機械器具・容器類

・残飯・残菜、調理過程で生じる缶、ビン、プラスチック容器等の廃棄処分費用

・包丁、まな板等調理用具類

・保存食の保存に必要なビニール類等

・厨房内清掃用具類並びに厨房設備、調理器具、食器等の洗浄・消毒に必要な洗剤類

・残飯・残菜処理に要するポリ袋類等



	受託者
	・食品原材料（調味料等含む。）

・事務上要する一切の費用（電話設置費用、事務用品類等）

・検便、健康診断等従事者の衛生・健康管理に要する費用

・調理時に要する被服類、マスク、手袋類

・調理過程で必要とする消耗品

　アルミホイル、ラップ、クッキングペーパー類、アルミカップ等

・冬期間における休憩室の暖房代（灯油）

・食品原材料納品に係る段ボール等の資源ゴミの回収費用

・害虫駆除費用


　食事の単価については、朝食（４３０円）昼食（５３０円）夕食（５９０円）とする。

　（１日のうち１食に、乳製品を含む）

　なお、行事食の単価については、あらかじめ別途打ち合わせをすること。

別記

委託業務内容明細書
１　給食業務

　　給食業務とは、岩手県立水沢農業高等学校長が入寮を許可した寄宿舎生（以下「利用者」という。）に対する食事の提供及びそれに付随関連する献立、盛付、配膳、下膳、食器洗浄、食堂及び厨房の清掃その他の給食に関する業務全般をいう。

２　利用者の食数等（概算）

（１）　入寮形態別利用者見込数

	入　寮　期　間
	義務入寮
	希望入寮
	合計

	４月　～　10月
	　　　－
	１５　名
	　　１５　名

	10/13～10/23
	１年農業科学科（※）

　２２ 名
	８　名
	　　３０　名

	１１月　～３月
	－
	１７ 名
	１７ 名


　　

※　令和８年度は１年農業科学科の義務入寮を実施する。
　　　義務入寮実施期間　１０月１３日から１０月２３日まで

注　希望入寮は入寮期間により人数が異なるため予定者数であること。（最大３０名程度。）

（２）　令和８年４月～令和９年３月給食見込日数

　　　　　１８３　日

（３）　年間食数見込（月平均）

　　　　　７，９４９食（６６２食）

